
 

 

 

 

令和４年度 第１回 学校運営協議会 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝来市立大蔵小学校 

 

期 日  令和４年５月 26 日(木) 

時 間  13:15 ～ 15:00 

場 所  多目的室 

 
 



 

 

令和４年度 第１回 学校運営協議会 

 

１ 日 時  令和４年５月 26 日(木) 13:15 ～15:00 

 

２ 場 所  朝来市立大蔵小学校 多目的室、各教室 

                       

３ 運営協議会委員（敬称略） 

 

 氏  名 役 職 等 住 所 

1 和田 茂樹 学識経験者（教員・区長経験者） 東谷 11-4 

2 雜賀 忠文 大蔵地域自治協議会会長 法道寺 301-1 

3 森田 幸紀 老人クラブ会長 法道寺 502 

4 田中 和子 民生児童委員代表 高田 125 

5 川見 由紀 地域学校連携活動推進員 平野 524 

6 柿沼  亘 ＰＴＡ会長 宮田 216-3 

ＰＴＡ副会長（５年生） 7 吉井 香織 平野 26 

8 小倉畑 祐貴 校長 大蔵小学校 

9 清水 裕貴 教頭 大蔵小学校 

10 田中 正栄 教諭（担当） 大蔵小学校 

11 田路 春乃 事務職員 大蔵小学校 

 

 ４ 日程（時間はめやす） 

(1) 開会（13:15） 

(2) 日程確認 

(3) 委嘱状交付 

(4) 自己紹介、会長・副会長選出及び承認 

(5) 授業参観（13:35） 

(6) 協議（14:10） 

 ア 本年度の学校経営方針 

 イ 本校の現状 

 ウ 年間行事予定 

 エ 意見交換 

(7) その他 

(8) 閉会（15:00） 
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＜協議資料＞  

１ 本校の学校運営協議会部会構成について(令和３年度第１回会議で承認済) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

【学校教育目標】 

夢や志をもって、自立して未来を担う大蔵っ子の育成 

【学校像】 

・…誇りとする学校 

・…健康で笑顔あふれる学校 

・…あいさつや歌声の響く学校 

・…地域とともにある学校 

【子ども像】 

強く 

明るく 

のびのびと 

 

【教師像】 

・誇りをもって指導 

・情熱をもって 

・自己有用感をもって 

・自治協行事等の学校施設での開催 

・人材バンクの活用 

(ゲストティーチャー、授業補助、施設整備等) 

・地域の方が訪れやすい学校 等 

連携を支える良好な関係性 

＜保護者、地域との連携＞ 

【校区の強み】 

・学校に愛着を持ち応援する体制がある。 

・自然に恵まれている。 

・歴史と伝統がある。 

・学校周辺に主要施設がある。  等 

【校区の弱み】 

・少子化 

・校区が広い(規模の差の拡大) 

・価値観の多様化 

・交通量が多く危険   等 

学習支援部会 

図書部会 

通学部会 

舎外環境部会 

舎内環境部会 

大蔵小学校で給食を食べる会（大蔵地域自治協会） 
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２ 各部会について 

ア 学習支援部会 … 様々な学びの場、ふるさと学習の場等への支援 

イ 図書部会 … 図書購入、図書室環境整備、仮称「読書会」等への支援 

ウ 通学部会 … 登下校の見守り、安全な通学路の検討等の支援 

エ 舎外環境部会 … 除草、剪定、学級園、安全等の支援 

オ 舎内環境部会 … 校舎内の安全、生け花等の支援 

 

＜参考＞ゲストティーチャー等による主な体験学習等 

 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 

自治協 ｻﾂﾏｲﾓ 落花生、 

ｼｿ 

黒豆  米  

自治協   水生生物 

鳶ケ城登山 

紙(竹)と

んぼ 

紙飛行機  

おくらべ(読み聞かせ) ● ● ● ● ● ● 

じろはったんの会 ● ● ● ●   

茶道      ● 

雅楽    ● ●  

いけばな   ●    

(納税、選挙)      ● 

※陸上教室       
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オ  …  正面玄関掲示板や西階段下の棚を活用しての地域交流　　（和田） 

(文化活動をはじめとした生涯学習に取り組む地域力発揮の場) 

３ 今年度の各部会活動の基本的な方向性について(案) 

(1)各部会 

ア … コロナ禍において、感染対策に努め可能な限り体験学習を行う。 

     自治協において「人材バンク」作成中           (川見)  

        

イ … 「読み聞かせの会」へ協力による図書室環境の整備 

     仮称「読書会」など、本へ親しむ機会への進展      (田中) 

 

ウ … 見守り組織や登下校時のウオーキング等の啓発   (森田、雜賀) 

 

 

 

 

エ … 今年度は別の動きがある 

 

 

 

 

(2)今後について 

 第 2 回、第 3 回学校運営協議会で、各部の取組について情報交換をする。 

 

 

 

４ その他 

 ・大蔵小学校創立 150 周年行事の方向性について 

 

 ・その他 

 

・大蔵地域区長会から市への要望(木の見ヶ鼻及び土田区～寺谷区) 

・区内の学年構成の偏り等の課題あり ← 各区での見守り 
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１  兵庫県教育の基本理念 

    「兵庫が育む  こころ豊かで自立する人づくり」 

        ―「未来への道を切り拓く力」の育成― 

 

２  朝来市教育の基本理念 

    「ふるさと朝来の未来を担う人づくり」 

        ～地域が共に創り上げる教育の推進～ 

 

３  校    訓    「強く  明るく  のびのびと」 

 

４  教育目標    「夢や志をもって、自立して未来を担う大蔵っ子の育成」 

 

令和４年度大蔵小学校学校経営方針 

 

 

 

 

 

(1) めざす子ども像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) めざす教師像   

 

・実践的指導力を有し、誇りを持って指導にあたる教師 

・一人一人の児童と向き合い、子どもたちの夢や目標の実現のために情熱を持っ 

てかかわる教師 

大蔵っ子が、校訓「強く 明るく のびのびと」の実現をめざすとともに、ふ

るさとを愛し、夢や志を持って、未来への道をしなやかに切り拓くことのでき

る児童を育成する。 

 

・強く：しなやかな心、信念と勇気、やり抜く力、勤勉 

夢や志の実現に向け、創造性やチャレンジ精神を持つことができる子 

主体的に学び、読書や仲間とのやりとりを通して学びを深める子 

自己の思いや考えを進んで表現することのできる子 

・明るく：清く正しい心、丈夫な体、円満な社会性、協力 

きまりを守り、元気に活動をしようとする子 

支えあい、協力しあい、共に伸びようとする子 

・のびのびと：ゆとりのある心、思いやりの心、成長していく心 

思いやりや寛容な心を持ち、自他のいのちを大切にできる子 

ふるさとを愛する心、感謝の心をもって成長できる子 
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・ワーク・ライフ・バランスを保ち、家庭、地域、職業人として自己有用感を 

 もって活躍する教師 

 

 

(3) めざす学校像 

 

   ・児童、保護者、地域、教師が誇りとする学校 

 

・児童と教師が心身とも健康で笑顔あふれる学校 

 

・あいさつや歌声の響く学校 

  

  ・学校、家庭、地域が一体となり、子どもにかかわる、地域とともにある学校 

 

 

５ 指導の重点 

 

(1) 学習指導 

 

   ・「生きる力」の基盤となる確かな学力の向上を図る。 

 

・主体的・対話的で深い学びをめざし、判断力や創造力、活用力、コミュニケー 

 ション能力を培う。 

 

  ・授業のユニバーサルデザイン化により、どの子にとってもわかりやすい授業づ 

   くりや学びの場としての環境を整える。  

 

(2) 生徒指導 

 

   ・いじめの積極的な認知と未然防止、早期発見、早期対応における組織的対応の 

充実を図る。 

   ・不登校の予防や支援の充実を図る。 

・豊かな人間性と規範意識の定着を図り、誰もが安心して学び、生活のできる集 

団づくりを図る。 
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 (3) キャリア教育 

・社会的自立に必要な態度や能力を育てる。 

・キャリアノートやキャリア教育指導資料等の積極的な活用を行う。 

・キャリア形成にかかる体験活動及び事前・事後指導の充実を図る。 

・自己の将来像を描き、学ぶことや働くことの意義・役割等を理解させ、キャリ 

 アプランニング能力を育成する。 

  

 (4) 特別支援教育 

・一人一人の教育的ニーズを把握して、きめ細かく適切な教育支援を充実させる。 

・関係機関との連携による組織的支援を行う。 

 (5) 特別活動 

・児童の自治能力を高め、自発的に最後まで活動し抜く力を育成する。 

 (6) 人権教育 

・「じろはったん」の精神を意識して、生活の中で実践していける力の育成を図 

る。 

・いじめ、インターネットによる人権侵害等、今日的な人権課題に対する理解の 

促進を図る。 

 (7) 図書館教育 

・読書の機会を増やし、家庭と連携した読書活動の充実を図る。 

(8) 総合的な学習の時間 

・「ふるさと意識の醸成」を図り、郷土を誇り次代を担う人材を育成する。 

 (9) 防災教育 

・震災の教訓を生かし、「命を守る」防災・減災教育を推進する。 

 (10)道徳教育 

・多様な考えにふれ、自己の考えを深める「対話」による道徳の授業の推進を 

図る。 

・家庭・地域への道徳の授業公開の推進を図る。 
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 (11)情報教育 

 

・急激な情報化社会への対応力育成を家庭と連携して取り組む。 

 

  (12)体育・スポーツ活動 

 

・体力・集中力を高め、心身ともに健康で、進んで運動を楽しむ力を育成する。 

 

  (13)健康・安全・食育教育  

   

   ・自分の体を知り、健康に過ごす態度を育成する。 

 

 (14)国際理解教育 

 

・将来国際社会の一員として様々な分野で活躍できる人材を育成する。 

 

(15)福祉教育 

 

・変化の激しい社会の中、「みんなの幸せ」を意識させる福祉教育を推進する。 

 

  (16)環境教育 

 

・体験活動を通して、環境を大切にする意欲や態度を育成する。 

 

  (17)教職員の資質と実践的指導力の向上 

 

・教師としての強い信念と倫理観をそなえ、愛情、情熱を持って子どもと向き合 

い、共に学び続ける職員組織を構築する。 
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1/4 

○朝来市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則 

令和２年３月26日 

教育委員会規則第２号 

朝来市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則（平成24年朝来市教育委員

会規則第４号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号）第47条の５の規定に基づき設置する朝来市立学校における学校運営協議会（以下

「協議会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協議会の目的） 

第２条 協議会は、学校運営に関して、朝来市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）及び校長の権限と責任の下、朝来市の風土、文化、更に地域の特色を生かし、地

域に開かれ、地域に支えられた地域総ぐるみの学校づくりを目指し、保護者及び地域住

民等の学校運営への参画と協働を進めることにより、学校と保護者及び地域住民等との

双方向の信頼関係を深め、子どもたちの豊かな学びと育ちの創造を目的とする。 

（設置） 

第３条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会

を置くものとする。ただし、教育委員会が２以上の学校の運営に関し相互に密接な連携

を図る必要があると認める場合には、２以上の学校について１の協議会を置くことがで

きる。 

２ 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な

支援に関して協議する学校（以下「対象学校」という。）を明示し、対象学校に対して

通知するものとする。 

３ 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、対象学校に在籍する

児童、生徒の保護者及び対象学校の所在する地域住民等の意見を聞くものとする。 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第４条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の

承認を得るものとする。 

(1) 教育課程の編成に関すること。 

(2) 教育目標に関すること。 

(3) 組織編制に関すること。 
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２ 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に沿って、学校運営を

行うものとする。 

３ 対象学校の校長は、第１項の承認が得られない場合は、協議会の意見を聴取して暫定

的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとす

る。この場合において、当該措置は対象学校の校長が作成した基本的な方針について、

協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。 

（運営等についての意見） 

第５条 協議会は、対象学校の運営等に関する事項について、教育委員会又は対象学校の

校長に対して、意見を述べることができる。 

（学校運営等に関する評価） 

第６条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとす

る。 

（住民の参画の促進等のための情報提供） 

第７条 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営に必要

な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するように努めなければならな

い。 

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校に在籍する児童、生

徒の保護者及び対象学校の所在する地域住民等の理解を深め、参画等が促進されるこ

と。 

(2) 対象学校及び前号に掲げる者との連携並びに協力の推進に資すること。 

（委員） 

第８条 協議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱

し、又は任命する。 

(1) 対象学校の所在する地域の住民 

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者 

(3) 対象学校の校長 

(4) 対象学校の教職員 

(5) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者 

２ 対象学校の校長は、前項に規定する委員の委嘱又は任命に関する意見を教育委員会に

申し出ることができる。 
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（守秘義務等） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

２ 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 委員にふさわしくない非行を行うこと。 

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。 

(3) 協議会及び対象学校の運営に支障を来す言動を行うこと。 

（委員の任期） 

第10条 委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（報酬） 

第11条 委員の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成17

年朝来市条例第63号）の定めるところによる。 

（会長及び副会長） 

第12条 協議会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第13条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会を招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会の会議（以下「会議」という。）は、委員の過半数が出席しなければ開くこと

ができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところに

よる。 

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置） 

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導

及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより対象学校の運営に支障

が生じ、又は生じるおそれがあると認める場合には、協議会の適正な運営を確保するた

めの措置を講ずるものとする。 

２ 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう

必要な情報提供に努めなければならない。 
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（解任等） 

第15条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次のいずれかに該当す

ると認められるときは、委員を解任し、又は解嘱すること（以下「解任等」という。）

ができる。 

(1) 第９条の義務に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないと認められるとき。 

(3) 前２号に定めるもののほか、解任等に相当する事由があると認められるとき。 

２ 会長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に

報告しなければならない。 

（庶務） 

第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。 

（委任） 

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（朝来市立小学校及び中学校管理運営規則の一部改正） 

２ 朝来市立小学校及び中学校管理運営規則（平成17年朝来市教育委員会規則第11号）の

一部を次のように改める。 

〔次のよう〕略 
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令和４年度が始まりました。今年もよろしくお願いいたします 
 

桜満開、春爛漫の好季節となりました。グラウンドの百年桜も満開の状態で、新年度

を迎えることができました。新たに 28 名の児童を迎え、全校生 135 名で新学期をス

タートさせるべく、諸々の準備を進めています。現在も新型コロナウイルスへの対応は

気を抜くことができませんが、昨年度、一昨年度の経験を活かし、そして、新体制の教

職員とともに今年度の教育活動を展開したいと思っています。保護者の皆様をはじめ、

地域の皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

なお、今年度の本校の教育につきましては、昨年度末の学校運営協議会に諮り承認を

いただいていますので、以下の学校教育目標のもと学校運営を進めて参ります。 

 

◆教育目標  「夢や志をもって、自立して未来を担う大蔵っ子の育成」 

ア めざす子ども像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ めざす教師像 

ウ めざす学校像 

 

 

 

 

 

 

NO ５９８ 2022.4.5 

 朝来市立大蔵小学校 

2017.4.28 

・児童、保護者、地域、教師が誇りとする学校 
・児童と教師が心身とも健康で笑顔あふれる学校 
・あいさつや歌声の響く学校              

・学校、家庭、地域が一体となり、子どもにかかわる、地域とともにある学校 

 

 

大蔵っ子が、校訓「強く 明るく のびのびと」の実現をめざすとともに、ふるさとを愛し、

夢や志を持って、未来への道をしなやかに切り拓くことのできる児童を育成する。            

・強く：しなやかな心、信念と勇気、やり抜く力、勤勉 
夢や志の実現に向け、創造性やチャレンジ精神を持つことができる子 
主体的に学び、読書や仲間とのやりとりをとおして学びを深める子 
自己の思いや考えを進んで表現することのできる子                      

・明るく：清く正しい心、丈夫な身体、円満な社会性、協力 
きまりを守り、元気に活動をしようとする子 
支えあい、協力しあい、共に伸びようとする子 

・のびのびと：感謝する心、思いやりの心 
思いやりや寛容な心を持ち、自他のいのちを大切にできる子 
ふるさとを愛する心、感謝の心をもって成長できる子 

 

・実践的指導力を有し、誇りを持って指導にあたる教師 
・一人一人の児童と向き合い、子どもたちの夢や目標の実現のために情熱をもって
かかわる教師 

・ワ－ク・ライフ・バランスを保ち、家庭、地域、職業人として自己有用感をもっ
て活躍する教師 
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令和 3 年度卒業証書授与式挙行 

 

 

 

 

 

 

 

107 名の在校生に修了証を渡しました。 

 

 

 

 

 

 

＜本校教職員の人事異動です。(敬称略)＞ 

【転出した教職員】(  )内は、転出先 
西山 未来人(枚田小)      林 真奈美(朝来中)       足立 勝彦(中川小)    
中川 まり子(生野中)      坂本 亜友美(糸井小) 

 

 

【定年退職した教職員】小山 秀美  
 

 

【着任した教職員】(  )内は、前勤務先 
國眼 厚志(竹田小)      新宮 雄司(豊岡・日高小)     細見 絢子(枚田小) 
中島 昭一(中川小)      加藤 智津恵(朝来中)        

 

 

松本奈緒教諭は今年度、本校の所属のまま、「兵庫県立但馬
やまびこの郷」に研修員として勤務することになりました。 

月の主な行事予定 　 金管練習日

1 金 春季休業日(～4/6) 16 土

2 土 　 17 日

3 日 　 18 月
身体測定(4.5.6年)
PTA拡大実行委員会

4 月 　 19 火
全国学力・学習状況調査(6年)　集金日
身体測定(1.2.3年)

5 火 　 20 水 家庭訪問(東谷.土田.西土田.宮田)

6 水
始業式準備
和中新入生集会　14:00〜

21 木
家庭訪問(高瀬.法道寺.岡・芳賀野.宮内.高
田)　全校朝会　尿検査

7 木
離・着任式　令和４年度始業式
２～5年生　11:30下校
6年生入学式準備　14:30下校

22 金
家庭訪問(寺谷.平野)
尿検査予備日

8 金
令和４年度入学式　9:30～
２～6年生　11:30下校

23 土 　

9 土 24 日

10 日 25 月 視力検査(4.5.6年)

11 月 校外児童会　下校指導(11:30) 26 火 視力検査(1.2.3年)

12 火
給食開始(2年生以上)
PTA運営委員会　学P投票締切り

27 水

13 水 委員会活動 28 木 児童朝会　大蔵っ子タイム(1年生歓迎集会)

14 木
児童朝会　大蔵っ子タイム　1年生給食開始
給食を食べる会（西土田区）

29 金
【昭和の日】参観日(弁当昼食)、学級懇
談、PTA総会　一斉下校(13:55)

15 金 　 30 土 ※通常登校日(4/29の振替は5/2)

4 12.15.19.20.21.22.26

※なかよし遠足 5/6(金)実施予定(弁当昼食) 

3月23日(水)、新型コロナ対策を講じつつ、今回は、在校生の代

表として４．５年生も出席し、好天のもと、卒業証書授与式を実施

し、25名の卒業生を見送ることができました。来賓として、教育委

員会とPTA会長にもご出席をいただきました。制限のある卒業式で

したが、堂々とした態度と爽やかな笑顔で巣立ってくれました。人

生の新しいステージへと進む卒業生の今後の活躍を大いに期待し

ています。以上、地域の皆様にご報告いたしますとともに、これま

でのご支援とご厚情に厚くお礼申し上げます。 
卒業式 

修了式 

3月24日(木)、1年生から5年生の皆さんの修了式を行いました。

コロナ禍の 1年を 6年生のリーダーシップのもとよくがんばりまし

たし、新しい学年への準備ができる春休みにするように話をしまし

た。保護者の皆様には、この 1年のご支援に改めてお礼申し上げる

とともに、新年度も引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。 

お子さんのことや学校のことなどで、心配なことや分かりにくいことなどありましたら、遠慮なく担任等学校にお知らせ、お尋ねください。 
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授業参観、学級懇談ありがとうございました（PTA 総会は書面決議） 
 

4 月 7 日(木)に離・着任式と始業式を、そして 8 日(金)には、今年度の入学式を計画

したとおりに実施することができました。昨年度末の卒業式と同様に、5，6 年生が在

校生の代表として式に参列し、28 名のピカピカの 1 年生を迎えました。それから 3 週

間、6 年生は「アロハ運動」をとおして全校生をリードしてお 

り、5 年生以下も進級したという自覚を持った生活を送り、1 

年生も少しずつ小学校生活に慣れてきました。 

 年度初めとして計画した行事や取組も計画どおり実施するこ 

とができました。11 日(月)に「全校オリエンテーション」とし 

て、学校での過ごし方、給食当番や掃除の仕方などを確認し、 

児童会では 28 日(木)には「1 年生歓迎集会」も行いました。 

 29 日(金・祝)には、PTA 総会を書面決議としましたが、授 

業参観と学級懇談会、6 年生の修学旅行説明会は実施でき、従 

来の年に近い形で 4 月を過ごすことができました。 

 長い連休と遠足で 5 月は 3 分の 1 が終わってしまいますが、 

5 月も元気に過ごせるようにご支援をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ５９９ 2022.5.6 

 朝来市立大蔵小学校 

2017.4.28 

「アロハ運動」とは 
 
大蔵っ子が落ち着いた生活をす

るためのキーワードで年間をと

おして取り組んでいます。 

(意味は以下のとおりです) 

「ア」…あいさつをしっかりする 

「ロ」…廊下は右側を歩く 

「ハ」…はきものをそろえる 

●「家庭訪問」もお世話になり、

ありがとうございました。 

離任式 入学式 

全校オリエンテーション 1年生歓迎集会 

授業参観日 
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・校 長 小倉畑祐貴 

・教 頭 清水 裕貴 

・ポプラ 小山由起子 

・さくら 福富  学 

・１年生 清水しのぶ 

・２年生 國眼 厚志 

・３年生 松下 茂雄 

・４年生 細見 絢子 

・５年生 新宮 雄司 

・６年生 久茂田浩介 

 

・児童支援   石坪 典子 

・専  科   田中 正栄 

・保  健   加藤智津恵 

・事  務   田路 春乃 

・兵庫型学習システム 

  中島 昭一 

・学びのｻﾎﾟｰﾀｰ 稲津 祥子 

・学校生活支援員 濱本 竜太 

・校務員    菖蒲池千惠子 

 

 

 

 
・ＡＬＴ  リー ジョン※ 

・ＡＬＴ  マディソン スコット※ 

・通級指導   藤原 直子※ 

・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ  吉田 純一※ 

※「校務員」は１日１人で勤務しますが

「もう一人」が未定です。 

※印…特定の日に来校する教職員です。 

 通級指導 
発達特性に応じたきめ細かな指導を行うため
に県から配置があり、週 1 回来校があります。 

スクールカウンセラー 
子どもたちの心の相談と学校における教育相談体制充実のために
県から配置があります。 

「児童支援」(県)、「学びのｻﾎﾟｰﾀｰ」「学校生活支援員」(市) 
よりきめ細かな関わりが必要とされる児童への指導を充実させる
ため、それぞれ県や市から配置をしていただいています。 

「兵庫型学習システム」 
児童一人一人の学習状況に応じた指導、
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向
けた授業改善、児童の可能性を引き出す指
導の一層の充実を図るために、国と県によ
り今年度から導入された学習システムで
す。本校では、中島先生と 5.6 年担任が中
心となり、教科担任制を取り入れた教科指
導を行い指導の充実を図ります。 

ALT(英語指導助手) 
外国語教育や国際理解教育を充実させるため、市から配置をして
いただいています。 

お子さんのことで心配事等ありましたら、担任等を通じて遠慮なく学校までご相談ください。また、より専門性の高

い方(例：スクールカウンセラー)への相談につなぐことも可能ですので、よろしくお願いいたします。 

 
新型コロナの感染予防にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

対応方法に変更点がありますので、別文書でお知らせいたします。 

なお、子ども達には、感染者への誹謗中傷防止の意味を込め、病気になった人には早く元気になるような声掛けやは

たらきかけができるようになってほしいと話していますので、引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。 

 
月の主な行事予定   　　  　金管

1 日 17 火 交通安全教室(1年)

2 月 振替休業日(4/29(金・祝)) 18 水 委員会活動

3 火 憲法記念日 19 木
全校朝会　大蔵っ子タイム　心臓検診(1.4年)
5校時授業　避難・引き渡し訓練　給食を食べる会

4 水 みどりの日 20 金 内科検診(3.4.6年)

5 木 こどもの日 21 土

6 金 なかよし遠足(弁当)　一斉下校(13:00) 22 日 学年PTA行事(2年)

7 土 23 月 内科検診(1.2.5年)　衣替え移行期間

8 日 24 火 　

9 月 　 25 水 一斉下校(14:55)

10 火 集金日 26 木
児童朝会　大蔵っ子タイム　聴力検査(3.5年)
赤ちゃん先生プロジェクト(5年生)

11 水 読み聞かせ　B校時・一斉下校(14:35) 　 　
第1回学校運営協議会  クラブメンバー発表

12 木 大蔵っ子タイム 体力テスト PTA交通対策委員会 27 金 聴力検査(1.2年)

13 金 体力テスト予備日 28 土 学年PTA(行事3年)

14 土 　 29 日 第1回資源回収

15 日 30 月 衣替え　クラブ活動①　水曜校時

16 月 31 火 　

5 10.13.17.20.24.27.31

6 年生修学旅行 … 6/9(木)、10(金) 

5 年生自然学校 … 10/17(月)～21(金) 
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